
那覇市寄宮2丁目5番45号 電話（098）854-2440

“遺言を大いに活用する”
親の面倒を見ていなくても、仏壇を継いでも継がなくても、
兄弟間の相続分は同じ。民法の均等相続を無視し、
親の世話、介護してくれた者、これから先祖の霊と
お墓を守ってくれる者に遺産を遺すことを考える！

（相談は無料）

税理士　八幡　繁信　　税理士　浦本　智香子
（旧姓八幡）

税理士
法　人八幡会計事務所
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